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（電話）06-6481-801０
（ＨＰ） No.168

尼崎市立尼崎双星高等学校ブラスバンド部による演奏会があ
りました。「川の流れのように」「津軽海峡・冬景色」「北国
の春」「昴」など、ご利用者の皆さんに喜んでもらえそうな曲
目を頑張って練習してきて下さったそうです。
リズムに合わせて一緒に口ずさむ方や、目を閉じてじっくり

聴く方など、それぞれの聴き方で演奏を楽しんでいらっしゃい
ました。
また秋頃に来て頂ける予定になっています。ご家族の方もお

時間がありましたら是非お越し下さい^o^



4月の予定

月 火 水 木 金 土 日

1
入所喫茶

2 3
1,3F音楽療法
マッサージ

4
お花見ドライブ
入所喫茶
マッサージ

5 6
アートセラピー
マッサージ

7
マッサージ

8
入所喫茶

9
通所リハ見学会
100円喫茶

10
通所リハ見学会
1Fピアノ演奏
100円喫茶
マッサージ

11
通所リハ見学会
100円喫茶
2F手作りおやつ
入所喫茶
マッサージ

12
通所リハ見学会
100円喫茶

13
通所リハ見学会
100円喫茶
お花クラブ
マッサージ

14
通所リハ見学会
100円喫茶
マッサージ

15
入所喫茶

16
1F手作りおやつ

17
マッサージ

18
3F手作りおやつ
入所喫茶
マッサージ

19
手芸クラブ

20
マッサージ

21
手芸クラブ
マッサージ

22
入所喫茶

23
1,2F音楽療法

24
マッサージ

25
手芸クラブ
入所喫茶
マッサージ

26 27
お花クラブ
マッサージ

28
マッサージ

29
入所誕生日会
入所喫茶

30
手芸クラブ
デイ誕生部会 予定は変更することがあります

～成年後見制度～ 第32回 鶴田 一郎

認知症、精神障害等で判断能力の不十分な方は不動産や預貯金の管理、介護
サービス・施設への入所等の契約、遺産分割の協議で、判断しにくい場合があ
ります。また、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。この制度はこれらの方
を保護し、支援する制度です。
この制度には法定後見と任意後見制度の二つがあり、前者は家庭裁判所に選

ばれた成年後見人等が保護、支援します。後者はあらかじめ自分が選んだ代理
人が家庭裁判所が選任する任意後見監督人の下で判断能力が不十分になった時
に保護、支援をします。

ご利用者様・ご家族様へ

平成30年4月に介護保険法の改正がございます。それに伴い、サービス費用の変
更がございます。お配りしております料金表や今後の体制等にご不明な点がござい
ましたら、お気軽にご連絡下さいますようお願い致します！


